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議案第 １ 号 

 

令和８年度八雲町一般会計補正予算（第３号） 

 

令和８年度八雲町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 266,408 千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ 16,201,424 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の追加は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

令和８年４月 13 日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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1,231,371

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 15,935,016 266,408 16,201,424

2 清掃費 1,223,578 7,793

2,009,623

4 衛生費 3,427,579 7,793 3,435,372

1 社会福祉費 1,757,212 252,411

26,900

3,113,6143 民生費 2,861,203 252,411

3 戸籍住民基本台帳費 20,696 6,204

千円 千円 千円

2 総務費 1,135,400 6,204 1,141,604

歳出

款 項 補正前の額 補　正　額 計

10,594 11,881 22,475

409,200 46,800 456,000

20 繰越金

1 繰越金

314,221

1,208,179

計

千円

補　正　額

第１表 歳入歳出予算補正

歳入

款 項 補正前の額

15 国庫支出金 1,415,906

千円

207,727

千円

10,594 11,881

2 国庫補助金 521,948

22,475

207,727

1 町債 409,200

22 町債

46,800 456,000

15,935,016 266,408 16,201,424歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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起 債 の 目 的 限 度 額

多機能型交流施設
整備事業

46,800

第２表

地　方　債　補　正

（追加） （単位：千円）

起債の 方法 利 率 償 還 の 方 法

　借入先の条件による。
　ただし、財政等の都
合により据置期間又は
償還期限を短縮し、も
しくは繰上償還又は低
利債に借換することが
できる。

証書借入又は
証券発行

       　5.0％以内
（ただし、利率見直
し方式で借りる政府
資金、日本政策金融
公庫資金及び地方公
共団体金融機構資金
について､利率の見
直しを行った後にお
いては、当該見直し
後の利率）
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歳　　　出　　　合　　　計 15,935,016 266,408 16,201,424

4 衛生費 3,427,579 7,793 3,435,372

3 民生費 2,861,203 252,411 3,113,614

2 総務費 1,135,400 6,204 1,141,604

千円 千円 千円

（歳　出）

款 補正前の額 補　正　額 計

千円

207,727

46,800 456,000

20 繰越金

409,200

22,475

22 町債

補　正　額 計

千円

1,415,906

千円

1,208,179国庫支出金

10,594 11,881

15,935,016 266,408 16,201,424歳　　　入　　　合　　　計

15

歳入歳出予算事項別明細書

１　総　括

（歳　入）

款 補正前の額

4



0 7,793

207,727 46,800 0 11,881

46,800 0 4,088

0 0

201,523

千円

6,204 0 0 0

そ　　　の　　　他
千円 千円 千円

補　　　正　　　額　　の　　財　　源　　内　　訳
特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源

一　　般　　財　　源国　道　支　出　金 地　　　方　　　債
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款 国庫支出金

項 国庫補助金

1

2

款 繰越金

項 繰越金

1

款 町債

項 町債

6

１

総務費国庫補助金 6,2046,178

314,221 207,727 521,948

千円 千円 千円

計

２ 歳　入

１５

２

目 補正前の額 補　正　額

千円千円

12,382

千円

計

２０

民生費国庫補助金 38,380 201,523 239,903

繰越金 10,594 11,881 22,475

計 10,594 11,881 22,475

２２

0 46,800 46,800

１
千円 千円 千円

-0-

計 409,200 46,800 456,000

民生債
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1

1

1

1

説　　　　　　　　　　　明

金　額区　　　分

社会保障・税番号制度システム整備費補助金                              6,204

千円

戸籍住民基本台帳
費補助金

社会福祉費補助金

節

千円

6,204

201,523 アイヌ政策推進交付金                                                  201,523

千円 千円

前年度繰越金 11,881 前年度繰越金                                                          11,881

千円

社会福祉施設整備
事業債

46,800

千円

-1-

多機能型交流施設整備事業債                                            46,800
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款 総務費

項 戸籍住民基本台帳費

1

款 民生費

項 社会福祉費

3

5

款 衛生費

項 清掃費

2

-100-

計 1,223,578 7,793 1,231,371 0 0

7,793

0 7,793

じん芥処理
費

1,139,357 7,793 1,147,150

千円 千円 千円 千円

４

２
千円 千円 千円

計 1,757,212 252,411 2,009,623 201,523 46,800 0 4,088

3,582社会福祉施
設費

11,486 251,905 263,391 201,523 46,800

506

0

３

１

高齢者福祉
費

463,847 506 464,353

戸籍住民基
本台帳費

計 20,696 6,204 26,900 6,204 0 0

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

千円

20,696 6,204 26,900 6,204

千円 千円 千円 千円 千円 千円

特　　　定　　　財　　　源
一般財源

国道支出金 地　方　債 そ　の　他

３　歳　出

２

３

目 補正前の額 補　正　額 計

補　正　額　の　財　源　内　訳
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12

10

10

11

12

14

17

10

-101-

需用費 7,793 消耗品費                                                              7,793

千円 千円

施設用備品購入費 4,571

工事請負費 226,710 多機能型交流施設新築工事請負費                                        226,710

備品購入費 17,546 伝統儀式用備品購入費                                                  12,975

役務費 175 完了検査申請手数料                                                    175

委託料 7,324 多機能型交流施設新築工事監理業務委託料                                7,324

需用費 150 消耗品費                                                              150

需用費 506 車輌整備費                                                            506

住民基本台帳システム改修業務委託料                                    1,837

千円

委託料 6,204 戸籍総合システム改修業務委託料                                        4,367

千円 千円

説　　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　額

千円

節
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１ 142,900 0 142,900 2,497,811

２ 0 0 0 35,168

３ 266,300 46,800 313,100 7,887,494

過 疎 対 策 232,000 46,800 278,800 4,235,170

409,200 46,800 456,000 10,420,473合　　　　　　　計

（２）

そ の 他

災 害 復 旧 債

地　方　債　補　正　に　関　す　る　調　書

区　　　　　　　分

８ 年 度 中 増 減 見 込 額
８年度末

現在高見込額

普 通 債

８ 年 度 中 起 債 見 込 額

補正前の額 補　正　額 補正後の額
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承認第 １ 号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決

処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

  令和８年４月13日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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専 決 処 分 書 

 

 八雲町国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、地方自治法（昭和22年法律第

67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

 

  令和８年３月31日 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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八雲町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 八雲町国民健康保険税条例（平成20年八雲町条例第18号）の一部を次のように改正

する。 

現行 改正後 

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康

保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に

属する国民健康保険の被保険者につき算

定した次に掲げる額の合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康

保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に

属する国民健康保険の被保険者につき算

定した次に掲げる額の合算額とする。 

（１） 基礎課税額（国民健康保険税のう

ち、国民健康保険に関する特別会計

において負担する国民健康保険事

業に要する費用（国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）の規定に

よる国民健康保険事業費納付金（以

下この条において「国民健康保険事

業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、道の国民健康保険

に関する特別会計において負担す

る高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和57年法律第80号）の規定に

よる後期高齢者支援金等（以下この

条において「後期高齢者支援金等」

という。）及び介護保険法（平成９

年法律第123号）の規定による納付

金（以下この条において「介護納付

金」という。）の納付に要する費用

に充てる部分を除く。）に充てるた

めの国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。） 

（１） 基礎課税額（国民健康保険税のう

ち、国民健康保険に関する特別会計

において負担する国民健康保険事

業に要する費用（国民健康保険法

（昭和33年法律第192号）の規定に

よる国民健康保険事業費納付金（以

下この条において「国民健康保険事

業費納付金」という。）の納付に要

する費用のうち、道の国民健康保険

に関する特別会計において負担す

る高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和57年法律第80号）の規定に

よる後期高齢者支援金等（以下この

条において「後期高齢者支援金等」

という。）、介護保険法（平成９年

法律第123号）の規定による納付金

（以下この条において「介護納付

金」という。）及び子ども・子育て

支援法（平成24年法律第65号）の規

定による子ども・子育て支援納付金

（以下この条において「子ども・子

育て支援納付金」という。）の納付

に要する費用に充てる部分を除

く。）に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。） 

（２）及び（３） 略  （２）及び（３） 略  

 （４） 子ども・子育て支援納付金課税額

（国民健康保険税のうち、国民健康

保険事業費納付金の納付に要する

費用（道の国民健康保険に関する特

別会計において負担する子ども・子

13



育て支援納付金の納付に要する費

用に充てる部分に限る。）に充てる

ための国民健康保険税の課税額を

いう。以下同じ。） 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額及び資産割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が66万円

を超える場合においては、基礎課税額は、

66万円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき

算定した所得割額及び資産割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が67万円

を超える場合においては、基礎課税額は、

67万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課

税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する被保険者につ

き算定した所得割額及び被保険者均等割

額の合算額とする。ただし、当該合算額が

26万円を超える場合においては、後期高齢

者支援金等課税額は、26万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課

税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除

く。）及びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した所得割額及び

被保険者均等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が26万円を超える場合にお

いては、後期高齢者支援金等課税額は、26

万円とする。 

４ 略 ４ 略 

 ５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付

金課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主

を除く。）及びその世帯に属する国民健康

保険の被保険者につき算定した所得割額

並びに被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以

上被保険者（地方税法（昭和25年法律第226

号。以下「法」という。）第703条の４第30

項に規定する18歳以上被保険者をいう。以

下同じ。）につき算定した18歳以上被保険

者均等割額を加算した額とする。ただし、

加算後の額が３万円を超える場合におい

ては、子ども・子育て支援納付金課税額は、

３万円とする。 

  

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日

の属する年の前年の所得に係る地方税法

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日

の属する年の前年の所得に係る法第314条

14



（昭和25年法律第226号。以下「法」とい

う。）第314条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額から同

条第２項の規定による控除をした後の総

所得金額及び山林所得金額の合計額（以下

「基礎控除後の総所得金額等」という。）

に100分の9.1を乗じて算定する。 

の２第１項に規定する総所得金額及び山

林所得金額の合計額から同条第２項の規

定による控除をした後の総所得金額及び

山林所得金額の合計額（以下「基礎控除後

の総所得金額等」という。）に100分の9.1

を乗じて算定する。 

２ 略 ２ 略 

  

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の世帯別平等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る基礎課

税額の世帯別平等割額） 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割

額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第５条の２ 第２条第２項の世帯別平等割

額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 特定世帯（特定同一世帯所属者（国

民健康保険法第６条第８号の規定

により被保険者の資格を喪失した

者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に

属するものをいう。以下同じ。）と

同一の世帯に属する被保険者が属

する世帯であって同日の属する月

（以下この号において「特定月」と

いう。）以後５年を経過する月まで

の間にあるもの（当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。）をい

う。次号、第23条第１項において同

じ。）及び特定継続世帯（特定同一

世帯所属者と同一の世帯に属する

被保険者が属する世帯であって特

定月以後５年を経過する月の翌月

から特定月以後８年を経過する月

までの間にあるもの（当該世帯に他

の被保険者がいない場合に限る。）

をいう。第３号、第23条第１項にお

いて同じ。）以外の世帯 31,000円 

（１） 特定世帯（特定同一世帯所属者（国

民健康保険法第６条第８号の規定

により被保険者の資格を喪失した

者であって、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に

属するものをいう。以下同じ。）と

同一の世帯に属する被保険者が属

する世帯であって同日の属する月

（以下この号において「特定月」と

いう。）以後５年を経過する月まで

の間にあるもの（当該世帯に他の被

保険者がいない場合に限る。）をい

う。次号、第９条の５及び第23条第

１項において同じ。）及び特定継続

世帯（特定同一世帯所属者と同一の

世帯に属する被保険者が属する世

帯であって特定月以後５年を経過

する月の翌月から特定月以後８年

を経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がいな

い場合に限る。）をいう。第３号、

第９条の５及び第23条第１項にお

いて同じ。）以外の世帯 31,000円 

（２）及び（３） 略 （２）及び（３） 略 

  

（介護納付金課税被保険者に係る被保険 （介護納付金課税被保険者に係る被保険
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者均等割額） 者均等割額） 

第９条 略 第９条 略 

  

   （国民健康保険の被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の所得割額） 

 第９条の２ 第２条第５項の所得割額は、基

礎控除後の総所得金額等に100分の0.29を

乗じて算定する。 

  

   （国民健康保険の被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額） 

 第９条の３ 第２条第５項の被保険者均等

割額は、被保険者１人について1,000円と

する。 

  

   （18歳以上被保険者に係る子ども・子育て

支援納付金課税額の18歳以上被保険者均

等割額） 

 第９条の４ 第２条第５項の18歳以上被保

険者均等割額は、18歳以上被保険者１人に

ついて100円とする。 

  

   （国民健康保険の被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の世帯別平等割

額） 

 第９条の５ 第２条第５項の世帯別平等割

額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 特定世帯及び特定継続世帯以外の

世帯 1,000円 

（２） 特定世帯 500円 

（３） 特定継続世帯 750円 

  

 （賦課期日）  （賦課期日） 

第10条 略 第10条 略 

  

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第23条 次の各号の一に掲げる国民健康保 第23条 次の各号の一に掲げる国民健康保
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険税の納税義務者に対して課する国民健

康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎

課税額からア及びイに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が66万円を

超える場合には、66万円）、同条第３項本

文の後期高齢者支援金等課税額からウに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して

得た額が26万円を超える場合には、26万

円）並びに同条第４項本文の介護納付金課

税額からエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が17万円を超える

場合には、17万円）の合算額とする。 

険税の納税義務者に対して課する国民健

康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎

課税額からア及びイに掲げる額を減額し

て得た額（当該減額して得た額が67万円を

超える場合には、67万円）、同条第３項本

文の後期高齢者支援金等課税額からウに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して

得た額が26万円を超える場合には、26万

円）、同条第４項本文の介護納付金課税額

からエに掲げる額を減額して得た額（当該

減額して得た額が17万円を超える場合に

は、17万円）並びに同条第５項本文の子ど

も・子育て支援納付金課税額からオからキ

までに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が３万円を超える場合には、

３万円）の合算額とする。 

（１） 法第703条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びに

その世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得を有する者（前年中

に法第703条の５第１項に規定する

総所得金額に係る所得税法（昭和40

年法律第33号）第28条第１項に規定

する給与所得について同条第３項

に規定する給与所得控除額の控除

を受けた者（同条第１項に規定する

給与等の収入金額が55万円を超え

る者に限る。）をいう。以下この号

において同じ。）の数及び公的年金

等に係る所得を有する者（前年中に

法第703条の５第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法第35条第

３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受け

た者（年齢65歳未満の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が60万

円を超える者に限り、年齢65歳以上

の者にあっては当該公的年金等の

（１） 法第703条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びに

その世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得を有する者（前年中

に法第703条の５第１項に規定する

総所得金額に係る所得税法（昭和40

年法律第33号）第28条第１項に規定

する給与所得について同条第３項

に規定する給与所得控除額の控除

を受けた者（同条第１項に規定する

給与等の収入金額が55万円を超え

る者に限る。）をいう。以下この号

において同じ。）の数及び公的年金

等に係る所得を有する者（前年中に

法第703条の５第１項に規定する総

所得金額に係る所得税法第35条第

３項に規定する公的年金等に係る

所得について同条第４項に規定す

る公的年金等控除額の控除を受け

た者（年齢65歳未満の者にあっては

当該公的年金等の収入金額が60万

円を超える者に限り、年齢65歳以上

の者にあっては当該公的年金等の
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収入金額が110万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者

を除く。）の数の合計数（以下この

条において「給与所得者等の数」と

いう。）が２以上の場合にあっては、

43万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加算した金額）を超えな

い世帯に係る納税義務者 

収入金額が110万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する者

を除く。）の数の合計数（以下この

条において「給与所得者等の数」と

いう。）が２以上の場合にあっては、

43万円に当該給与所得者等の数か

ら１を減じた数に10万円を乗じて

得た金額を加算した金額）を超えな

い世帯に係る納税義務者 

ア～エ 略  ア～エ 略 

 オ 国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について 700円 

 カ 18歳以上被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の18歳以

上被保険者均等割額 18歳以上被

保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について 70円 

 キ 国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 700円 

（イ） 特定世帯 350円 

（ウ） 特定継続世帯 525円 

（２） 法第703条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びに

その世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が２以上

の場合にあっては、43万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者１人につき30万５千円

を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者

（２） 法第703条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びに

その世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が２以上

の場合にあっては、43万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者１人につき31万円を加

算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前号に該当する者を除
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を除く。） く。） 

ア～エ 略  ア～エ 略  

 オ 国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について 500円 

 カ 18歳以上被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の18歳以

上被保険者均等割額 18歳以上被

保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について 50円 

 キ 国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 500円 

（イ） 特定世帯 250円 

    （ウ） 特定継続世帯 375円 

（３） 法第703条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びに

その世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が２以上

の場合にあっては、43万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者１人につき56万円を加

算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

（３） 法第703条の５第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、43万円（納税義務者並びに

その世帯に属する国民健康保険の

被保険者及び特定同一世帯所属者

のうち給与所得者等の数が２以上

の場合にあっては、43万円に当該給

与所得者等の数から１を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算

した金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者１人につき57万円を加

算した金額を超えない世帯に係る

納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

ア～エ 略  ア～エ 略  

 オ 国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額 被保険者（第１

条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について 200円 
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    カ 18歳以上被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の18歳以

上被保険者均等割額 18歳以上被

保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について 20円 

 キ 国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額 次に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれに定める額 

（ア） 特定世帯及び特定継続世帯

以外の世帯 200円 

（イ） 特定世帯 100円 

（ウ） 特定継続世帯 150円 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する

世帯内に６歳に達する日以後の最初の３

月31日以前である被保険者（以下「未就学

児」という。）がある場合における当該納

税義務者に対して課する被保険者均等割

額（当該納税義務者の世帯に属する未就学

児につき算定した被保険者均等割額（前項

に規定する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の被保険者均等

割額）に限る。）は、当該被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

２ 国民健康保険税の納税義務者の属する

世帯内に６歳に達する日以後の最初の３

月31日以前である被保険者（以下「未就学

児」という。）がある場合における当該納

税義務者に対して課する被保険者均等割

額（当該納税義務者の世帯に属する未就学

児につき算定した被保険者均等割額（前項

に規定する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の被保険者均等

割額）に限る。）は、当該被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

（１）及び（２） 略  （１）及び（２） 略  

 （３） 国民健康保険の被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 次に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ未就学児１

人について次に定める額 

ア 前項第１号オに規定する金額を

減額した世帯 150円 

イ 前項第２号オに規定する金額を

減額した世帯 250円 

ウ 前項第３号オに規定する金額を

減額した世帯 400円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外

の世帯 500円 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に ３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に
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地方税法施行令第56条の89第４項に規定

する出産被保険者（以下「出産被保険者」

という。）が属する場合における当該納税

義務者に対して課する所得割額及び被保

険者均等割額（第１項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、その減

額後の被保険者均等割額）は、当該所得割

額及び被保険者均等割額から、次の各号に

掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定

める額を減額して得た額とする。 

地方税法施行令第56条の89第４項に規定

する出産被保険者（以下「出産被保険者」

という。）が属する場合における当該納税

義務者に対して課する所得割額並びに被

保険者均等割額及び18歳以上被保険者均

等割額 （第１項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額及び18歳以上被保険者

均等割額）は、当該所得割額並びに被保険

者均等割額及び18歳以上被保険者均等割

額から、次の各号に掲げる区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

（１） 国民健康保険の出産被保険者に係

る基礎課税額の所得割額 当該出

産被保険者につき第３条の規定に

より算定した所得割額の12分の１

の額に、当該出産被保険者の出産の

予定日（地方税法施行規則第24条の

30の５に定める場合には、出産の

日。以下同じ。）の属する月（以下

「出産予定月」という。）の前月（多

胎妊娠の場合には、３月前）から出

産予定月の翌々月までの期間（以下

「産前産後期間」という。）のうち

当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

（１） 国民健康保険の出産被保険者に係

る基礎課税額の所得割額 当該出

産被保険者につき第３条の規定に

より算定した所得割額の12分の１

の額に、当該出産被保険者の出産の

予定日（地方税法施行規則第24条の

30の６に定める場合には、出産の

日。以下同じ。）の属する月（以下

「出産予定月」という。）の前月（多

胎妊娠の場合には、３月前）から出

産予定月の翌々月までの期間（以下

「産前産後期間」という。）のうち

当該年度に属する月数を乗じて得

た額 

（２）～（６） 略  （２）～（６） 略  

 （７） 国民健康保険の出産被保険者に係

る子ども・子育て支援納付金課税額

の所得割額 当該出産被保険者に

つき第９条の２の規定により算定

した所得割額の12分の１の額に、当

該出産被保険者の産前産後期間の

うち当該年度に属する月数を乗じ

て得た額 

 （８） 国民健康保険の出産被保険者に係

る子ども・子育て支援納付金課税額

の被保険者均等割額 当該出産被

保険者につき第９条の３の規定に

より算定した被保険者均等割額（第
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１項に規定する金額を減額するも

のとした場合にあっては、その減額

後の被保険者均等割額）の12分の１

の額に、当該出産被保険者の産前産

後期間のうち当該年度に属する月

数を乗じて得た額 

 （９） 国民健康保険の出産被保険者に係

る子ども・子育て支援納付金課税額

の18歳以上被保険者均等割額 当

該出産被保険者につき第９条の４

の規定により算定した18歳以上被

保険者均等割額（第１項に規定する

金額を減額するものとした場合に

あっては、その減額後の18歳以上被

保険者均等割額）の12分の１の額

に、当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 

 ４ 国民健康保険税の納税義務者の属する

世帯内に18歳に達する日以後の最初の３

月31日以前である被保険者（以下「18歳未

満被保険者」という。）がある場合におけ

る当該納税義務者に対して課する子ども・

子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額（当該納税義務者の世帯に属する18歳

未満被保険者につき算定した被保険者均

等割額（前３項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあっては、その減額後の

被保険者均等割額）に限る。）は、当該被

保険者均等割額から、当該被保険者均等割

額に相当する額を減額して得た額とする。 

  

附 則 附 則 

  

（上場株式等に係る配当所得等に係る国

民健康保険税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る国

民健康保険税の課税の特例） 

５ 世帯主又はその世帯の属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第33条の２第５項の配当所

得等を有する場合における第３条、第６

５ 世帯主又はその世帯の属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第33条の２第５項の配当所

得等を有する場合における第３条、第６
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条、第８条及び第23条の規定の適用につい

ては、第３条第１項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第33条の２第５項に規定する上場株式

等に係る配当所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第314条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第33条の２第５項に規定する上場株式

等に係る配当所得等の金額」と、第23条第

１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第33条の２

第５項に規定する上場株式等に係る配当

所得等の金額」とする。 

条、第８条、第９条の２及び第23条の規定

の適用については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第33条の２第５項に規

定する上場株式等に係る配当所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは「法第

314条の２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第33条の２第５項に

規定する上場株式等に係る配当所得等の

金額」と、第23条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第33条の２第５項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額」とす

る。 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の

課税の特例） 

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を

有する場合における第３条、第６条、第８

条及び第23条の規定の適用については、第

３条第１項中「及び山林所得金額の合計額

から同条第２項」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第34条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法

（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項

若しくは第２項、第34条第１項、第34条の

２第１項、第34条の３第１項、第35条第１

項、第35条の２第１項、第35条の３第１項

又は第36条の規定に該当する場合には、こ

れらの規定の適用により同法第31条第１

項に規定する長期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額。以下この項に

おいて「控除後の長期譲渡所得の金額」と

いう。）の合計額から法第314条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計額（」

とあるのは「及び山林所得金額並びに控除

後の長期譲渡所得の金額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附則第

６ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第34条第４項の譲渡所得を

有する場合における第３条、第６条、第８

条、第９条の２及び第23条の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「及び山林所得

金額の合計額から同条第２項」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第34条

第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租

税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33

条の４第１項若しくは第２項、第34条第１

項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、

第35条第１項、第35条の２第１項、第35条

の３第１項又は第36条の規定に該当する

場合には、これらの規定の適用により同法

第31条第１項に規定する長期譲渡所得の

金額から控除する金額を控除した金額。以

下この項において「控除後の長期譲渡所得

の金額」という。）の合計額から法第314条

の２第２項」と、「及び山林所得金額の合

計額（」とあるのは「及び山林所得金額並

びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計

額（」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又
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34条第４項に規定する長期譲渡所得の金

額」と、第23条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは、「及び山林所得金額並び

に法附則第34条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」とする。 

は法附則第34条第４項に規定する長期譲

渡所得の金額」と、第23条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは、「及び山林所

得金額並びに法附則第34条第４項に規定

する長期譲渡所得の金額」とする。 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国

民健康保険税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る国

民健康保険税の課税の特例） 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第35条の２第５項の一般株

式等に係る譲渡所得等を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条及び第23条の

規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第35条の２第５

項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第314条の２第２項」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は法附則第35条の２

第５項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」と、第23条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の２第５項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

８ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第35条の２第５項の一般株

式等に係る譲渡所得等を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条、第９条の２

及び第23条の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第35条

の２第５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、「同条第２項」と

あるのは「法第314条の２第２項」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附則第35

条の２第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、第23条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第35条の２第５

項に規定する一般株式等に係る譲渡所得

等の金額」とする。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国

民健康保険税の課税の特例） 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る国

民健康保険税の課税の特例） 

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第35条の２の２第５項の上

場株式等に係る譲渡所得等を有する場合

における第３条、第６条、第８条及び第23

条の規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第35条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等の金額」と、「同条第２項」とあ

るのは「法第314条の２第２項」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第35条の

９ 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第35条の２の２第５項の上

場株式等に係る譲渡所得等を有する場合

における第３条、第６条、第８条、第９条

の２及び第23条の規定の適用については、

第３条第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第

35条の２の２第５項に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第314条の２第２項」

と、同条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は法附
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２の２第５項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、第23条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第35条の２の２

第５項に規定する上場株式等に係る譲渡

所得等の金額」とする。 

則第35条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第23

条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第35条

の２の２第５項に規定する上場株式等に

係る譲渡所得等の金額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健

康保険税の課税の特例） 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第35条の４第４項の事業所

得、譲渡所得又は雑所得を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条及び第23条の

規定の適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第35条の４第４

項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」と、「同条第２項」とあるのは「法

第314条の２第２項」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は法附則第35条の４第４項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」と、第23条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第35条の４第４項に規定する先物

取引に係る雑所得等の金額」とする。 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第35条の４第４項の事業所

得、譲渡所得又は雑所得を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条、第９条の２

及び第23条の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則第35条

の４第４項に規定する先物取引に係る雑

所得等の金額」と、「同条第２項」とある

のは「法第314条の２第２項」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は法附則第35条の

４第４項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額」と、第23条第１項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第35条の４第４項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額」とす

る。 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例） 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第33条の３第５項の事業所

得又は雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第23条の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第33条の３第５項に規定す

る土地等に係る事業所得等の金額」と、「同

条第２項」とあるのは「法第314条の２第

２項」と、同条第２項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が法附則第33条の３第５項の事業所

得又は雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条、第９条の２及び第23

条の規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第33条の３第

５項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額」と、「同条第２項」とあるのは「法

第314条の２第２項」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山
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は法附則第33条の３第５項に規定する土

地等に係る事業所得等の金額」と、第23条

第１項中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則第33条

の３第５項に規定する土地等に係る事業

所得等の金額」とする。 

林所得金額又は法附則第33条の３第５項

に規定する土地等に係る事業所得等の金

額」と、第23条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第33条の３第５項に規定する土地

等に係る事業所得等の金額」とする。 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

（特例適用利子等に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する

法律（昭和37年法律第144号）第８条第２

項に規定する特例適用利子等、同法第12条

第５項に規定する特例適用利子等又は同

法第16条第２項に規定する特例適用利子

等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、

一時所得及び雑所得を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条及び第23条第１

項の規定の適用については、第３条第１項

中「山林所得金額の合計額から同条第２

項」とあるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和37

年法律第144号）第８条第２項（同法第12

条第５項及び第16条第２項において準用

する場合を含む。）に規定する特例適用利

子等の額（以下この条及び第23条第１項に

おいて「特例適用利子等の額」という。）

の合計額から法第314条の２第２項」と、

「山林所得金額の合計額（」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用利子等の額の

合計額（」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は特例適用利子等の額」と、第23条第

１項中「山林所得金額」とあるのは「山林

所得金額並びに特例適用利子等の額」とす

る。 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する

法律（昭和37年法律第144号）第８条第２

項に規定する特例適用利子等、同法第12条

第５項に規定する特例適用利子等又は同

法第16条第２項に規定する特例適用利子

等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、

一時所得及び雑所得を有する場合におけ

る第３条、第６条、第８条、第９条の２及

び第23条第１項の規定の適用については、

第３条第１項中「山林所得金額の合計額か

ら同条第２項」とあるのは「山林所得金額

並びに外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する

法律（昭和37年法律第144号）第８条第２

項（同法第12条第５項及び第16条第２項に

おいて準用する場合を含む。）に規定する

特例適用利子等の額（以下この条及び第23

条第１項において「特例適用利子等の額」

という。）の合計額から法第314条の２第

２項」と、「山林所得金額の合計額（」と

あるのは「山林所得金額並びに特例適用利

子等の額の合計額（」と、同条第２項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は特例適用利子等の額」と、

第23条第１項中「山林所得金額」とあるの

は「山林所得金額並びに特例適用利子等の

額」とする。 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

（特例適用配当等に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康 13 世帯主又はその世帯に属する国民健康
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保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する

法律第８条第４項に規定する特例適用配

当等、同法第12条第６項に規定する特例適

用配当等又は同法第16条第３項に規定す

る特例適用配当等に係る利子所得、配当所

得及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第23条第１項の規

定の適用については、第３条第１項中「山

林所得金額の合計額から同条第２項」とあ

るのは「山林所得金額並びに外国居住者等

の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律第８条第４項（同

法第12条第６項及び第16条第３項におい

て準用する場合を含む。）に規定する特例

適用配当等の額（以下この条及び第23条第

１項において「特例適用配当等の額」とい

う。）の合計額から法第314条の２第２項」

と、「山林所得金額の合計額（」とあるの

は「山林所得金額並びに特例適用配当等の

額の合計額（」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は特例適用配当等の額」と、第23

条第１項中「山林所得金額」とあるのは「山

林所得金額並びに特例適用配当等の額」と

する。 

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する

法律第８条第４項に規定する特例適用配

当等、同法第12条第６項に規定する特例適

用配当等又は同法第16条第３項に規定す

る特例適用配当等に係る利子所得、配当所

得及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条、第９条の２及び第23

条第１項の規定の適用については、第３条

第１項中「山林所得金額の合計額から同条

第２項」とあるのは「山林所得金額並びに

外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律第

８条第４項（同法第12条第６項及び第16条

第３項において準用する場合を含む。）に

規定する特例適用配当等の額（以下この条

及び第23条第１項において「特例適用配当

等の額」という。）の合計額から法第314条

の２第２項」と、「山林所得金額の合計額

（」とあるのは「山林所得金額並びに特例

適用配当等の額の合計額（」と、同条第２

項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は特例適用配当等

の額」と、第23条第１項中「山林所得金額」

とあるのは「山林所得金額並びに特例適用

配当等の額」とする。 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

（条約適用利子等に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。）第３条の２の

２第10項に規定する条約適用利子等に係

る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所

得及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条及び第23条の規定の適

用については、第３条第１項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第２項」とある

14 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。）第３条の２の

２第10項に規定する条約適用利子等に係

る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所

得及び雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条、第９条の２及び第23

条の規定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額の合計額から同条第
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のは「及び山林所得金額並びに租税条約等

の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

税法の特例等に関する法律（昭和44年法律

第46号。以下「租税条約等実施特例法」と

いう。）第３条の２の２第10項に規定する

条約適用利子等の額の合計額から法第314

条の２第２項」と、「及び山林所得金額の

合計額（」とあるのは「及び山林所得金額

並びに租税条約等実施特例法第３条の２

の２第10項に規定する条約適用利子等の

額の合計額（」と、同条第２項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は租税条約等実施特例法第３条

の２の２第10項に規定する条約適用利子

等の額」と、第23条第１項中「及び山林所

得金額」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２第10項に規定する条約適用利子等の額」

とする。 

２項」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人

税法及び地方税法の特例等に関する法律

（昭和44年法律第46号。以下「租税条約等

実施特例法」という。）第３条の２の２第

10項に規定する条約適用利子等の額の合

計額から法第314条の２第２項」と、「及び

山林所得金額の合計額（」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第10項に規定する条

約適用利子等の額の合計額（」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は租税条約等実施

特例法第３条の２の２第10項に規定する

条約適用利子等の額」と、第23条第１項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約等実施特例法

第３条の２の２第10項に規定する条約適

用利子等の額」とする。 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

（条約適用配当等に係る国民健康保険税

の課税の特例） 

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が租税条約等実施特例法第３条の２

の２第12項に規定する条約適用配当等に

係る利子所得、配当所得及び雑所得を有す

る場合における第３条、第６条、第８条及

び第23条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和44年法律第46号。以下「租税

条約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第12項に規定する条約適用配当等の

額の合計額から法第314条の２第２項」と、

「及び山林所得金額の合計額（」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第３条の２の２第12項に規定す

る条約適用配当等の額の合計額（」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」とあるの

15 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が租税条約等実施特例法第３条の２

の２第12項に規定する条約適用配当等に

係る利子所得、配当所得及び雑所得を有す

る場合における第３条、第６条、第８条、

第９条の２及び第23条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林所得金

額の合計額から同条第２項」とあるのは

「及び山林所得金額並びに租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和44年法律第

46号。以下「租税条約等実施特例法」とい

う。）第３条の２の２第12項に規定する条

約適用配当等の額の合計額から法第314条

の２第２項」と、「及び山林所得金額の合

計額（」とあるのは「及び山林所得金額並

びに租税条約等実施特例法第３条の２の

２第12項に規定する条約適用配当等の額

の合計額（」と、同条第２項中「又は山林
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は「若しくは山林所得金額又は租税条約等

実施特例法第３条の２の２第12項に規定

する条約適用配当等の額」と、第23条第１

項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第３条の２の２第12項に規定する条

約適用配当等の額」とする。 

所得金額」とあるのは「若しくは山林所得

金額又は租税条約等実施特例法第３条の

２の２第12項に規定する条約適用配当等

の額」と、第23条第１項中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等実施特例法第３条の２の２

第12項に規定する条約適用配当等の額」と

する。 

 

備考 改正部分は、下線の部分及び太線で囲まれた部分である。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

第２条 この条例による改正後の八雲町国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 

 

29



 



承認第 ２ 号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 

 

令和８年４月 13日提出 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30



専 決 処 分 書 

 

 令和７年度八雲町病院事業会計補正予算（第２号）は、地方自治法（昭和 22 年法

律第 67号）第 179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和８年３月 31日 

 

八雲町長  萬 谷 俊 美  
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令和７年度八雲町病院事業会計補正予算（第２号） 

 

 （総則） 

第１条 令和７年度八雲町の病院事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。 

 

 （収益的収入及び支出） 

第２条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科   目） （既決予定額） （補正予定額） （計） 

収          入 

第１款 病院事業収益 6,317,181千円 100,000千円 6,417,181千円 

第５項 総合病院特別利益 0千円 100,000千円 100,000千円 

    

支          出 

第１款 病院事業費用 7,302,519千円 213,726千円 7,516,245千円 

第５項 総合病院特別損失 11,522千円 213,726千円 225,248千円 
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（収　　入） （単位：千円）

区　分 金　額

1.病 院 事 業
収 益

5,300,935 100,000 5,400,935

5.総 合 病 院
特 別 利 益

0 100,000 100,000

1. そ の 他
特 別 利 益

0 100,000 100,000
そ の 他
特 別 利 益

100,000 賠償責任保険金

5,300,935 100,000 5,400,935

（支　　出）

区　分 金　額

1.病 院 事 業
費 用

5,953,595 213,726 6,167,321

5.総 合 病 院
特 別 損 失

11,522 213,726 225,248

3. そ の 他
特 別 損 失

0 213,726 213,726
そ の 他
特 別 損 失

213,726
医療裁判
損害賠償費用等

5,953,595 213,726 6,167,321

計

節

説　明

費　　用　　合　　計

款 項 目 既決予定額 補正予定額

令和７年度　八雲町病院事業（総合病院）会計補正予算実施計画

収　　益　　合　　計

款 項 目 既決予定額 補正予定額 計

節

説　明

収益的収入及び支出
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（単位：千円）

　　　金　　額

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損益 △ 766,386

減価償却費 391,494

固定資産除却額 845

長期前払消費税額償却 21,920

医療従事者奨学資金返還債務の免除 6,480

貸倒引当金の増減額 △ 2,000

賞与引当金の増減額 8,934

法定福利費引当金の増減額 2,096

退職給与引当金の増減額 33,970

長期前受金戻入額 △ 56,030

受取利息及び受取配当金 △ 42

支払利息 26,204

未収金の増減額(△は増加) △ 194,535

たな卸資産の増減額(△は増加) 0

未払金の増減額(△は減少) 30,490

その他流動負債の増減額(△は減少) 0

小　計 △ 496,560

利息及び配当金の受取額 42

利息の支払額 △ 26,204

消費税及び地方消費税資本的収支調整額 441

業務活動によるキャッシュ・フロー △ 522,281

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 121,408

奨学資金等の貸付による支出 △ 34,380

奨学資金等の返還による収入 300

補助金等収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 155,488

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 0

短期借入金の返済による支出 0

長期借入れによる収入 106,600

長期借入金の返済による支出 △ 533,203

一般会計からの出資による収入 329,160

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 97,443

4 現金及び現金同等物の増加額(又は減少額) △ 775,212

5 現金及び現金同等物の期首残高 1,958,469

6 現金及び現金同等物の期末残高 1,183,257

令和７年度八雲町病院事業(総合病院)会計

予定キャッシュ・フロー計算書
(令和７年４月１日から令和８年３月31日まで)

区　　　　分
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（単位：千円）

105,372 

8,114,948 

△3,307,093 4,807,855 

212,178 

△171,559 40,619 

2,969,865 

△2,228,365 741,500 

22,880 

△20,150 2,730 

0 

5,698,076 

1,552 

1,552 

133,725 

長期貸付金貸倒引当金

29,562 

163,287 

5,862,915 

1,183,257

792,189

△1,089 

29,637

2,003,994 

7,866,909 

令和７年度　八雲町病院事業(総合病院)会計予定貸借対照表

（令和８年３月31日）

資　　産　　の　　部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地

ロ 建 物

同上減価償却累計額

ハ 構 築 物

同上減価償却累計額

ニ 器 械 器 具 備 品

同上減価償却累計額

ホ 車 両

同上減価償却累計額

ヘ 建 設 仮 勘 定

有形固定資産合計

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権

無形固定資産合計

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 貸 付 金

ロ

ハ 長 期 前 払 消 費 税

投 資 合 計

固 定 資 産 合 計

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

(2) 未 収 金

(3) 未 収 金 貸 倒 引 当 金

(4) 貯 蔵 品

(5) そ の 他 流 動 資 産

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計
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（単位：千円）

建設改良費等の財源に充てるための企業債 4,220,074 

516,134 

4,736,208 

346,473 

346,473 

3,000 

5,085,681 

建設改良費等の財源に充てるための企業債 427,403 

120,485 

547,888 

270,981 

161,656 

32,749 

194,405 

35,495 

1,048,769 

2,079,306 

5,610 

2,084,916 

長期前受金収益化累計額

△649,885 

△7,056 

長期前受金収益化累計額合計 △656,941 

1,427,975 

7,562,425 

6,666,613 

1,066,117 

8,444 

18,876

1,093,437 

当年度末処理欠損金 7,455,566

7,455,566

△6,362,129 

304,484 

7,866,909 

負　　債　　の　　部
3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ

ロ そ の 他 企 業 債

企 業 債 合 計

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 与 引 当 金

引 当 金 合 計

(3) そ の 他 固 定 負 債

固 定 負 債 合 計

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

(2) 企 業 債

イ

ロ そ の 他 企 業 債

企 業 債 合 計

(3) 未 払 金

(4) 引 当 金

イ 退 職 給 与 引 当 金

ロ 賞 与 引 当 金

ハ 法定福利費引当金

引 当 金 合 計

(5) そ の 他 流 動 負 債

流 動 負 債 合 計

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 補 助 金

ロ 受 贈 財 産 評 価 額

長 期 前 受 金 合 計

(2)

イ 補 助 金

ロ 受 贈 財 産 評 価 額

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資　　本　　の　　部
6 資 本 金

(2) 利 益 剰 余 金

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金

イ

未処理欠損金合計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

ロ 寄 附 金

ハ その他資本剰余金

資 本 剰 余 金 合 計
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